
③－１　論点整理（出席者：各分科会担当委員・事務局，進行役：分科会長）

・分科会における質疑応答前に，事前の論点整理を行っていただきます。
・分科会長の進行により，各委員から提出された「要質疑事項」及び県の「要質疑事項回答」（別紙
２）をもとに，書面審議とする政策・施策を選定します。対面審議とする政策・施策については分科
会で質疑する事項（判定に必要となる論点，質問等）を厳選していただきます。

③－２　対面審議（出席者：各分科会担当委員・関係各課・事務局，進行役：分科会長）
・事前の論点整理の結果をもとに質疑をしていただきます。
・進行イメージとしては，対面審議とされた政策・施策について，①施策評価の質疑応答（残りの構
成施策に係る質疑・回答を繰り返す）－②政策評価の質疑応答，となります。
・施策評価については，１施策１５分程度で実施します。
・政策評価については，１０分程度で実施します。
※１　政策・施策担当課からの概要説明は省略します。
※２　１政策について１施策の体系の場合は，政策及び施策の質疑を一括で行います。

③－３　判定及び判定理由等の決定（出席者：各分科会担当委員,事務局,進行役：分科会長）

・分科会における書面審議又は対面審議の結果を踏まえ，判定を行います。
・分科会長の進行により，書面審議又は対面審議による質疑応答結果を踏まえ，「基本票（県の評価
原案）」の妥当性等についての各委員の意見を出していただきます。その意見を分科会として集約
し，分科会ごとに「審議結果報告書」（別紙３－１，別紙３－２）を作成していただきます。

⑦宮城県行政評価委員会から県への答申（７月）

・部会長から知事へ答申書を渡していただきます。

⑤答申案とりまとめ（６月下旬）

・各分科会から提出された「審議結果報告書」をもとに「答申案」を作成します。「答申案」を事務
局から各委員に送付しますので，御確認願います。
・部会審議により分科会間の調整が必要と思われる事項があれば，事務局へ御連絡ください。

⑥第２回部会開催（７月上旬）

・各分科会長からの分科会報告，答申案についての審議（分科会間の調整等）を行い，部会として答
申内容を決定していただきます（部会の議決をもって委員会の議決となります）。

・各分科会から提出された「審議結果報告書」を政策・施策担当課へ情報提供します。

④審議結果の情報提供（６月下旬）

①県から宮城県行政評価委員会への諮問（５月１５日）
・県から宮城県行政評価委員会へ諮問がなされます。
　諮問は「政策評価・施策評価基本票（県の評価原案）」の内容が妥当かどうかをお諮りするもので
す。

②第１回部会開催（５月２１日）

・３つの分科会を各３回程度開催します。
・分科会においては，
①「政策（施策）の成果」について，「評価の理由・各施策の成果の状況」から見て妥当なものか。
②「政策（施策）を推進する上での課題と対応方針」について，課題は「政策（施策）の成果」等を踏まえ
　的確に把握されているか，また対応方針は課題に即して具体的に記載されているか。
　の観点から基本票を審議いただき，判定及び判定理由等を分科会ごとにまとめていただきます。

        政策評価部会・分科会の流れ～平成30年度政策評価・施策評価～

・県からの諮問内容を審議いただくための説明等を行います。
・部会長から各分科会所属委員の指名を行います。
・評価スケジュール，部会・分科会の進め方，審議事項・ポイント等について御説明します。
・部会後，分科会審議に向けて，関係する「基本票（県の評価原案）」に目をお通しください。
　疑問点等があれば，事務局に御連絡ください。
・分科会審議を効率的に進めるため，対面審議項目の事前抽出を行います。
　各分科会担当委員の皆様には，分科会開催の３日前の午後５時までに，「要質疑事項」（別紙１）
を御提出いただきます。

③分科会開催（５月２８日～６月１４日）
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 委員御氏名：

※対面審議

平成３０年度宮城県行政評価委員会政策評価部会分科会　要質疑事項

分
科
会

審議対象
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要質疑事項

　　対面による回答を希望する質疑事項については，該当する質疑事項の末尾に
　　“（○）”と付記願います。

※ 　「対面審議」を希望する政策・施策について，該当する欄に「○」を御記入願います。
　 　 なお，当日の分科会において，半数程度を目安に「書面審議」とする政策・施策を選定していただきます。
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施策1
魅力ある農業・農村の
再興

・米について、昨今日本中のあらゆる地域が独自の米ブランドの推進を行っていますが、ます
ます差別化が難しくなってきていると考えられます。新ブランドである「だて正夢」などのブラン
ド推進に関する戦略・戦術について詳しく教えていただければと思います。（○）
・今後の農業生産物分野としては、「園芸作物」が重要であると考えられますが、これについて
も戦略・戦術について詳しく教えていただければと思います。

施策7
地産地消や食育を通じ
た需要の創出と食の安
全安心の確保

・数値指標に関して、Bであっても二つの指標については96％、99％とほぼ100％に近い数値
を達成しています。また、全体的な事業の成果等から考えても「概ね順調」と評価しても良いの
ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
・数値指標以外で、「やや遅れている」と考えられている点はどのような点か、詳しく教えていた
だければと思います。

政策全体 ○
・「課題と対応方針」において、政策全体での今年度の事業成果を踏まえたうえで、「今年度」
の課題は何か、またそれに対しての次年度以降の「対応方針」における重点取り組み等を示し
ていただければ、と思います。（○）

・特になし

施策2 活力ある林業の再生
・海外防災林の再生に関しては着実に進捗が図られている、とのことですが、震災を経て、復
旧に加えて何か新しい取り組み等があれば、教えてください。

施策3 新たな水産業の創造 ○

・p611、「目標指標等３沿岸漁業新規就業者数」ですが、25人としている目標値の根拠を示し
て下さい。
・「新たな水産業」を生み出すために、集約地域や拠点の再編整備において、どのような取り
組みを重点的に取り組まれたのか、また、今後はどのような取り組みに注力するのか、説明い
ただければ、と思います。（○）

施策4
一次産業を牽引する食
産業の振興

・「課題と対応方針」における「きめ細やかな支援」とは具体的にどのような支援を想定されて
いらっしゃいますか。

政策全体
･p585、「政策で取り組む内容」にある、「収益性の高い農業」「付加価値の高い商品づくり」に
ついて、典型的な例を示して下さい。

※原則として分科会３日前（５月２９日（火））までに，

宮城県行政評価委員会事務局（宮城県震災復興政策課行政評価班）に御提出願います。
ＦＡＸ：０２２－２１１－２４９３ Ｅ－ｍａｉｌ：seisakug@pref.miyagi.lg.jp

別紙１

（記載例）



対面審議希望委員　○○委員，○○委員

施策4
一次産業を牽引する食
産業の振興

対面審議希望委員　なし
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施策1
魅力ある農業・農村の
再興

対面審議希望委員　○○委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答
※　質疑事項が提出された政策・施策の関係課室が，分科会に出席し回答を希望する場合には，その旨を
   記載願います。
※　委員から提出された「要質疑事項」をもとに対面審議を希望している委員名及び対面による回答を希望
   している質疑事項の末尾には(○)を付記しています。
　   なお，｢書面審議｣とするか「対面審議」とするかは分科会の論点整理において正式に決定されます。

政策全体

対面審議希望委員　なし

施策3 新たな水産業の創造

対面審議希望委員　○○委員

施策7
地産地消や食育を通じ
た需要の創出と食の安
全安心の確保

対面審議希望委員　○○委員，○○委員

平成３０年度宮城県行政評価委員会政策評価部会分科会　要質疑事項回答

分
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審議対象

政策全体

対面審議希望委員　なし
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施策2 活力ある林業の再生

対面審議希望委員　なし
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施策6
競争力ある農林水産業
への転換

※回答は分科会前日までに，

宮城県行政評価委員会事務局（宮城県震災復興政策課行政評価班）に御提出願います。
ＦＡＸ：０２２－２１１－２４９３ Ｅ－ｍａｉｌ：seisakug@pref.miyagi.lg.jp
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政策１　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　　（県の評価原案：概ね順調）

  施策１　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　（県の評価原案：順調）

  施策２　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　（県の評価原案：○○）

  施策３　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　（県の評価原案：○○）

□審議方法

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「政策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

【政策評価】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　年　　月　　日（　　）開催）

平成３０年度政策評価部会分科会　審議結果報告書（案）

対面審議 書面審議

【判定理由】

■判定が「適切」の場合
　評価の理由が十分であり，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断
される。
　

■判定が「概ね適切」の場合
　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，政策の成果について「概ね順調」とし
た県の評価は，妥当であると判断される。
・（例）構成施策○の成果の状況について，「概ね順調」と評価した主たる要因である目標指標等の
達成状況に係る記載がない。

■判定が「要検討」の場合
　評価の理由が次のとおり不十分で，政策の成果について「概ね順調」とした県の評価の妥当性を
認めることができない。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。
・（例）構成施策の多くについて成果が「やや遅れている」としているにもかかわらず，政策の成果を「概
ね順調」と評価した理由が明確に示されていない。

※県の「政策の成果」の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，｢評価の理由・各施策の
成果の状況｣から見て妥当なものか判断いただき，判定をお願いします。また，そのように判断された理由を具体的に
御記入願います。

○○分科会

適切 概ね適切 要検討

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

・（例）県が示す課題○○について，内容が分かりにくい部分があるので，◇◇の点について補足す
る必要があると考える。

・（例）県が示す□□における課題と対応方針について，△△の理由から◇◇を課題としてとらえ，具
体的な対策を示す必要があることから，内容を修正する必要があると考える。

※　県が示す原案に対して意見がない場合には空欄

※県が示す「政策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は政策の成果等を踏まえて的確に把握されてい
るか，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見があ
る場合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

別紙３－１



政策１　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　　（県の評価原案：概ね順調）

 施策１　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　（県の評価原案：順調）

 施策２　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　（県の評価原案：○○）

 施策３　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○　（県の評価原案：○○）

□審議方法

□県の評価「政策の成果」に対する判定

□県の「施策を推進する上での課題と対応方針」に対する意見

】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　年　　月　　日（　　）開催）

平成３０年度政策評価部会分科会　審議結果報告書（案）

【施策評価】

○○分科会

対面審議 書面審議

適切 概ね適切 要検討

・（例）県が示す課題○○について，内容が分かりにくい部分があるので，◇◇の点について補足す
る必要があると考える。

・（例）県が示す□□における課題と対応方針について，△△の理由から◇◇を課題としてとらえ，具
体的な対策を示す必要があることから，内容を修正する必要があると考える。

※　県が示す原案に対して意見がない場合には空欄

※県が示す「施策を推進する上での課題と対応方針」について，課題は施策の成果等を踏まえて的確に把握されてい
るか，対応方針は把握された課題に即し具体的に記載されているかどうか等を判断いただき，原案に対して意見があ
る場合には，意見の内容を具体的に御記入願います。

【判定理由】

■判定が「適切」の場合
　評価の理由が十分であり，施策の成果について「順調」とした県の評価は，妥当であると判断され
る。

■判定が「概ね適切」の場合
　評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「順調」とした県
の評価は，妥当であると判断される。
・（例）目標指標等の達成状況について，施策の成果を「順調」とした評価理由が明確となるよう，記
載内容の検討が必要である。

■判定が「要検討」の場合
　評価の理由が次のとおり不十分で，施策の成果について「順調」とした県の評価の妥当性を認める
ことができない。最終評価を行うに当たり，評価内容を検討する必要があると判断される。
・（例）目標指標等の達成状況について所期の成果が得られなかったとしているにもかかわらず，施策
の成果を「順調」と評価した理由が明確に示されていない。

※県の評価原案（順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている）について，評価の理由（ⅰ目標指標等の達成状況，
ⅱ県民意識調査結果，ⅲ社会経済情勢等，ⅳ事業の実績及び成果等）｣から見て妥当なものか判断いただき，判定を
お願いします。また，そのように判断された理由を具体的に御記入願います。

（県が示す原案に対して意見がある場合に，意見の内容を具体的に記入 ）

【県が示す原案に対して意見が ・　　な　　い ・　　あ　　る

別紙３－２


	1 資料8 (1)
	○資料8-1 政策評価部会・分科会の流れ(H30)
	資料8-2 空白

	2 資料8 (2)
	○資料8（別紙2）要質疑事項回答
	○資料8（別紙3）審議結果報告書




